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長野県（総務部）プレスリリース 平成 24年（2012年）２月８日 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

１ 課室の設置等  

 

（１） 観光部の再編 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

平成 24 年４月組織改正について 

組織改正のポイント 

長野県のブランド戦略の再構築、移住・交流の推進、リニア中央新幹線の推進、

県立大学設立の準備、産業集積の推進や県有財産利活用の推進など、喫緊の課題へ

の対応や県の重点的な施策の展開に向けた体制を整備するため、平成 24 年４月に

組織改正を行います。 

   

長野県のブランド戦略の再構築のため信州ブランド推進室、移住・交流の推進のため移住・

交流課を設置し、横断的に再編します。 

 

【平成23年4月】 【平成24年4月】 （新たに実施する主な業務）

 観光振興課  観光振興課

 国際観光推進室

 国際課 国際課

 観光企画課 観光企画課

 信州ブランド推進室

○移住・交流の推進
○国際青少年交流農村宣言の推
進
○MICE（ﾏｲｽ）の誘致
○FC（ﾌｨﾙﾑｺﾐｯｼｮﾝ）の推進
　※MICE：企業の会議等の総称
　　 FC：映画等の撮影の誘致・支援

企画部企画課
　　　ブランド推進係

商工労働部経営支援課
　　　県産品振興係

○県産品の振興

○長野県のブランド戦略の策定・
連絡調整
○大都市圏における情報発信機
能及び県産品振興のあり方検討

 国際観光推進室

 移住・交流課
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（２） 交通政策課の再編 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

（３） 県立大学設立準備室の設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

新たな県立４年制大学の設立準備のため、県立大学設立準備室を設置します。 

 

（主な業務） 

○ 基本構想の策定 

 ○ 大学設置に関する手続き 

  

【平成23年4月】 【平成24年4月】

　企画部 　総務部

 情報公開・私学課

 県立大学設立準備室

 企画課　短大のあり方検討担当

 

 

   

リニア中央新幹線の推進など喫緊の諸課題への対応のため、リニア推進振興室を設置し、交通政

策課を再編します。 

 

（主な業務） 

＜新幹線・在来線企画室＞ 

○ 北陸新幹線の建設促進、並行在来線支援、私鉄の支援、関係機関との連絡調整 

 

＜リニア推進振興室＞ 

○ リニア中央新幹線の建設促進、総合交通ビジョン（リニア編）の策定、地域振興構想等の策

定支援、関係機関との連絡調整 

 

【平成23年4月】 【平成24年4月】

 リニア推進振興室

　企画部

 交通政策課

 交通政策課

 並行在来線対策室
 新幹線・在来線企画室
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（４） 次世代産業集積室の設置 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

次期「産業振興戦略プラン」に基づき、次世代産業を中心とした産業集積を推進するため、次世

代産業集積室を設置します。 

 

（主な業務） 

○ 産業集積（企業誘致等）の推進 

 

【平成23年4月】 【平成24年4月】

 産業政策課　産業誘致係
 産業政策課

 次世代産業集積室

　商工労働部
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２ 現地機関の見直し  

 

（１） 松本消費生活センター岡谷支所の本所への統合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）介護センターの廃止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

県と市町村の役割分担を踏まえ、複雑・多様化する相談に適切に対応できる体制を整備・強

化するため、岡谷支所を松本消費生活センターに統合します。 

 

【平成23年4月】 【平成24年4月】

 岡谷支所

　企画部

 松本消費生活センター

 松本消費生活センター

 

 

   

福祉・介護人材育成の研修を効果的、効率的に実施するため、現在介護センターで実施して

いる研修を長野県社会福祉協議会が実施することとし、介護センターを廃止します。 

 

【平成23年4月】 【平成24年4月】

　健康福祉部

 福祉大学校  福祉大学校

 介護センター  （　廃  止　）
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（３）諏訪湖流域下水道事務所の設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）南信発電管理事務所南部管理所の本所への統合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

諏訪湖流域下水道の県直営化に伴い、諏訪建設事務所の付置機関として、諏訪湖流域下水道

事務所を設置します。 

 

（主な業務） 

○ 諏訪湖流域下水道の維持管理 

 ○ 諏訪湖流域下水道工事の調査、設計、施工及び監督 

 

【平成23年4月】 【平成24年4月】

 諏訪建設事務所　流域下水道課

　下水道公社　南信管理事務所

 諏訪建設事務所

 諏訪湖流域下水道事務所

　建設部

 

   

発電施設の維持・管理業務の効率化を図るため、南部管理所を南信発電管理事務所へ統合し

ます。 

 

【平成23年4月】 【平成24年4月】

 南信発電管理事務所

 南信発電管理事務所

 南部管理所

　企業局
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３ その他  
 

（１） 危機管理体制の強化 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

（２） 県有財産の総合的な利活用の推進 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

長野県総務部行政改革課 
担当：（課長）青木 弘 

（担当）出川広昭 
電話：026-235-7029（直通） 

026-232-0111（代表）内線 2553 
FAX ：026-235-7030 
E-mail:gyokaku@pref.nagano.lg.jp 

 

部局横断的な危機管理事象への対応や、他団体との連携強化による危機管理体制の強化のため、

新たに職を設置します。 

 

（配置する職及び担当業務） 

＜危機管理監（仮称）＞ 

○部局横断的な危機管理事務の統括、総合調整 

 

 ＜危機対策幹（仮称）＞ 

○自衛隊との調整、及び市町村の災害対応への支援（自衛隊ＯＢ） 

   ※４月以降、自衛隊との調整後に配置 

 

   

県有財産（土地・建物）の総合的な利活用（ファシリティマネジメント）を推進するため、

課の名称を「管財課」から「財産活用課」に改称し、体制を強化します。 

 

（主なファシリティマネジメント業務） 

○ 県有財産の有効活用の推進 

○ 県有財産の総量縮小のための取組 

○ 県有施設の長寿命化の推進 

 

 【平成 23年４月】         【平成 24年４月】 

 

   管財課       ⇒       財産活用課 


